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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネックストラップ（３）、補聴器（１）および外部ユニット（２）を備える、補聴器（
１）と外部ユニット（２）との間のワイヤレスデータ伝送（１２，３７，３８）のための
補聴器装置であって、
　前記ネックストラップ（３）にて前記外部ユニット（２）が補聴器ユーザの首の周りに
携帯される、形式の補聴器装置において、該補聴器装置は、
・前記ネックストラップ（３）に配置された少なくとも１つの第２アンテナ（３１）
および
・前記ネックストラップ（３）に配置された少なくとも１つの第３アンテナ（３２）
を含み、
　該第３アンテナ（３２）は、前記第２アンテナ（３１）と電気的に直列に接続されてい
る、
ことを特徴とする補聴器装置。
【請求項２】
　前記第２アンテナ（３１）および前記第３アンテナ（３２）は誘導性アンテナである、
ことを特徴とする請求項１記載の補聴器装置。
【請求項３】
　直列共振のために、前記第２アンテナ（３１）および前記第３アンテナ（３２）に対し
てそれぞれ直列に配置された、少なくとも１つの第１コンデンサ（３３）および少なくと
も１つの第２コンデンサ（３４）
を特徴とする請求項２記載の補聴器装置。
【請求項４】
　・前記補聴器（１）に配置された、少なくとも１つの第１アンテナ（１１）、および、
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　・前記外部ユニット（２）に配置された少なくとも１つの第４アンテナ（２１）
を特徴とする請求項１～３のいずれか一項記載の補聴器装置。
【請求項５】
　前記第３アンテナ（３２）に対して並列に配置された、２つの逆方向に配向されたダイ
オード（３５）
を特徴とする請求項１～４のいずれか一項記載の補聴器装置。
【請求項６】
　前記補聴器（１）から前記第２アンテナ（３１）にデータが入力結合され（３７）、
該第２アンテナ（３１）に入力結合されたデータは、前記第３アンテナ（３２）から前記
外部ユニット（２）に結合される（３８）、
ことを特徴とする請求項１～５のいずれか一項記載の補聴器装置。
【請求項７】
　前記外部ユニット（２）は補聴器プログラミング装置である、
ことを特徴とする請求項１～６のいずれか一項記載の補聴器装置。
【請求項８】
　補聴器（１）と外部ユニット（２）との間のワイヤレスデータ伝送（１２，３７，３８
）のための方法において；
・前記補聴器（１）に配置された少なくとも１つの第１アンテナ（１１）によってデータ
（１２，３７）を送信し、
・前記第１アンテナ（１１）によって送信されたデータ（３７）を、少なくとも１つの第
２アンテナ（３１）によって受信し、
・前記第２アンテナ（３１）によって受信されたデータを、該第２アンテナ（３１）と電
気的に接続された第３アンテナ（３２）によって送信し（３８）、
・前記第１アンテナ（１１）と前記第３アンテナ（３２）によって送信されたデータ（１
２，３８）を、前記外部ユニット（２）に配置された少なくとも１つの第４アンテナ（２
１）によって受信する、
ことを特徴とする方法。
【請求項９】
　ネックストラップ（３）が設けられ、該ネックストラップ（３）に前記少なくとも１つ
の第２アンテナ（３１）および前記少なくとも１つの第３アンテナ（３２）が配置される
、
ことを特徴とする請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　前記アンテナ（１１，２１，３１，３２）は誘導性アンテナである、
ことを特徴とする請求項８または９記載の方法。
【請求項１１】
　請求項１～７のいずれか１項記載の補聴器装置の使用方法であって、
　前記第２アンテナ（３１）は前記補聴器（１）の近傍に配置されており、前記第３アン
テナ（３２）は前記外部ユニット（２）の近傍に配置されている、
ことを特徴とする使用方法。
【請求項１２】
　請求項１～７のいずれか１項記載の補聴器装置の使用方法であって、
　前記少なくとも１つの第２アンテナ（３１）は、補聴器ユーザが頭を回転（４１）する
際に前記第１アンテナ（１１）が前記第２アンテナ（３１）に接近するように配置されて
いる、
ことを特徴とする請求項１１記載の使用方法。
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